別表(第16条から第18条まで、第20条関係)
車賃
日当
宿泊料




甲地方
乙地方

20円
(1キロ当たり)
1,400円
12,000円
10,000円

備考
1　宿泊料の項中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市及び温泉地で宿泊施設を設置している地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。
2　旅行中列車又は船舶等で宿泊した場合の宿泊料は、乙地方の半額とする。
